






























































 

乖離許容幅の遵守管理方針及び短期資産等の上限設定について 

１．趣旨 

 マイナス金利の導入、英国のEU離脱など市場環境の変動が増大する一方、想定よりも大幅に少ない寄託

金償還が続くなど、基本ポートフォリオに基づく運営を高度化する必要が認める中で、乖離許容幅の遵守

管理方針を明確化するとともに、短期資産等の残高の上限設定を行うもの。

第１１３回運用委員会 
委員限り４ 

平成２９年１月 ２０日 

＜報告事項＞ 







２．乖離許容幅の遵守管理方針 

（３）アラームポイント・乖離許容幅超過時のプロセス 

 

月末 翌月初 翌月のGPIF投資委員会 翌月以降の運用委員会 

アラームポイント超過 GPIF運用リスク管理室
より、GPIF役員・各部室
長に報告 

対応方針を決定 対応方針の報告 

乖離許容幅超過 GPIF運用リスク管理室
より、GPIF役員・各部室

長に報告するとともに、
運用委員に報告 

３．短期資産等の上限設定について 

リスク特性の近い円建ての短期資産（GPIF運用分）と国内債券の構成比を合算し、国内債券

の乖離許容幅（35％±10％）に収める自主ルールを設けることとする。本ルールは必要に応

じて適宜見直すこととする。 

＜平成28年9月末の残高・構成比＞ 

残高(億円) 構成比

507,816   34.5%   

円建て短期資産ファンド       

外貨建て短期資産ファンド       

83,933   5.7%   年金特会分

国内債券

短期資産
GPIF運用分

※短期資産はGPIF運用分と年金特会分に分かれるが、年金特会分はGPIFが管理することが困難であることから、 
 GPIF運用分に限定している。 





４ ．今後の予定 

資産全体のトラッキング・エラーについても上限を定め、これを乖離許容幅やその内側の

アラームポイントを補完するリスク制約として置くべきかを検討。 

 

外国株式のマネジャー・ストラクチャーの変更と併せ、各資産クラスについてもトラッキ

ング・エラーに上限を定めるべきか検討。 

 

以 上 

 






